
昨
年
度
４
Ｑ
の
秋
季
交
渉
に
よ

り
、
年
間
の
一
時
金
は
７
・
５
５

カ
月
で
決
ま
り
ま
し
た
。
絶
対
的

な
支
給
水
準
は
と
も
か
く
、
個
人

間
で
生
じ
る
著
し
い
格
差
は
今
回

も
改
善
さ
れ
ず
、
大
変
深
刻
な
問

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

Ｂ
Ｕ
（
ビ
ジ
ネ
ス
ユ
ニ
ッ
ト
）

間
の
格
差
は
、
ま
す
ま
す
拡
大
し

ま
し
た
。
Ａ
Ｂ
Ｕ
（
自
動
車
向
け
）

の
支
給
水
準
が
６
・
３
１
カ
月
で

あ
る
の
に
対
し
、
Ｉ
Ｉ
Ｂ
Ｕ
（
産

業
、
イ
ン
フ
ラ
な
ど
非
自
動
車
）

は
８
・
７
９
カ
月
と
な
り
、
格
差

は
昨
年
の
３
０
％
か
ら
３
９
％
に

拡
大
し
ま
し
た
。

秋
季
交
渉
の
前
か
ら
問
題
視
さ

れ
て
い
た
Ｂ
Ｕ
間
格
差
に
つ
い
て

は
、
ル
ネ
サ
ス
労
組
が
Ａ
Ｂ
Ｕ
の

職
場
で
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
低
下

の
お
そ
れ
を
訴
え
ま
し
た
が
、
考

慮
さ
れ
な
か
っ
た
と
受
け
取
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
今
年

度
の
業
績
が
（
社
外
の
）
エ
コ
シ

ス
テ
ム
か
ら
の

サ
ポ
ー
ト
に
も

よ
る
事
実
も
考

慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
言
っ

て
い
た
の
は
会
社
側
で
す
。
な
ら

ば
、
単
純
に
業
績
見
合
い
で
Ｂ
Ｕ

間
に
差
を
付
け
る
こ
と
自
体
を
、

や
め
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

「
Ａ
Ｂ
Ｕ
は
旧
ル
ネ
サ
ス
主
体

で
、
日
本
国
内
中
心
。
一
方
、
海

外
の
買
収
し
た
企
業
は
Ｉ
Ｉ
Ｂ
Ｕ

に
属
し
て
い
る
。
実
は
こ
の
差
で

は
な
い
の
か
」
そ
の
よ
う
に
疑
う

声
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
ル
ネ
サ
ス
の
一
時
金
の

格
差
で
も
っ
と
も
深
刻
な
の
は
、

成
績
下
位
者
に
対
す
る
低
額
の
一

時
金
で
す
。
す
で
に
基
本
給
の
減

額
や
各
種
手
当
の
廃
止
な
ど
で
、

基
本
月
収
が
大
き
く
下
が
っ
て
い

る
現
在
、
低
額
一
時
金
は
、
生
活

設
計
が
困
難
に
な
る
ほ
ど
の
ダ
メ
ー

ジ
を
与
え
か
ね
ま
せ
ん
。

ル
ネ
サ
ス
の
売
上
高
が
６
０
０

０
億
円
で
も
成
り
立
つ
為
に
と
称

し
て
、
大
幅
な
人
減
ら
し
リ
ス
ト

ラ
と
家
族
手
当
な
ど
諸
手
当
を
段

階
的
に
減
額
さ
せ
廃
止
し
、
さ
ら

に
基
本
給
も
一
律
７
・
５
％
削
減

（
月
額
２
万
か
ら
３
万
円
程
度
）

し
て
、
削
減
し
た
１
０
０
億
円
が

年
間
一
時
金
の
原
資
に
さ
れ
て
い

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

全
員
に
安
定
的
に
保
障
さ
れ
る

基
本
部
分
を
取
り
戻
す
こ
と
が
、

真
っ
先
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

半
導
体
の
企
業
の
技
術
系
の
職

業
に
就
く
こ
と
が
、
ど
れ
だ
け
個

人
の
幸
福
に
つ
な
が
っ
て
き
た
の

だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。

何
よ
り
も
社
員
を
大
切
に
す
る

会
社
経
営
を
望
ん
で
い
ま
す
。
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社員がルネサスで良かったと感じる様に
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Ｂ
Ｕ
間
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時
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５
５
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％
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ルネサス株主総会に出した質問状内容の一部

いまだ、株主配当が行われていない。過大な

M＆A施策が影響しているのではないか。そうで

あれば経営陣の責任は重い。「安定した経営施

策が実現」「配当を出せる」まで、取締役およ

び監査役の報酬カット、賞与の支給は自主返納

すべきであると考えるが如何か。見解を伺う。

技術の最先端で業務を担う主任技師労働者が

降格され、本人の意思に反して退職強要に応じ

た後、元の職場で派遣労働者として雇用されて

いる実態があった。降格、降給はあってはなら

ない。特に退職への誘導や、賃金労働条件切り

下げの手段としての降格、降給は許されないと

考えるがいかがか。

長時間労働による健康破壊、ストレスによる

心身障害は深刻である。人員削減による労働者

への荷重が偏っていると聞く。残業の限度は

「月４５時間」、「過労死ラインとしている月

８０時間以下」とすべきで、長時間労働の規制

が必要である。今後の施策および「労働時間の

適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関

するガイドライン」の順守が求められるが、見

解を求める。

当社の人事制度は成果主義を徹底する方針と

聞く。しかし従業員の賃金には生計費原則にも

とづく考え方があり、生計費原則と成果主義は

別の論理であり、相いれないものである。会社

として、当社の人事制度に生計費原則がどのよ

うに反映されているか説明願いたい。

特に、近年はジェンダー平等の実現がグロー

バルな重要課題として認識されている。⑤の育

児介護休職利用経験者は、制度利用中だけでな

く利用終了後も育児や介護に関わっている可能

性が高く、そのために労働に割くことのできる

時間にも制約のある場合が多いと考えられる。

このような社員が相対的に低賃金になることを

避けることが、ジェンダー平等の実現には欠か

せない。したがって評価による格差を縮小する

か、または評価分布に差がでないようにしなく

てはならない。データを示していただきたい。

定年退職者の賃金があまりにも低額である。

政府が求める「同一労働・同一賃金の原則」か

らも見直しが求められると考えるが、見解を求

める。また、「マスター制度」の判断基準が具

体的でないので、基準とその根拠を明示してほ

しい。既存の「再雇用」者を「マスター制度」

に変更しない理由の基準説明してほしい。現状

の「再雇用」者にもフレックスタイム制度の適

用を強く求めたい。ＲＥＧ(ルネサスエンジニ

アリング)の高齢化に伴う業務維持についての

アンケートがあったが、アンケート結果と対応

方法を報告していただきたい。

株主配当が必要ではないのか 降格、降給は許されない

長時間労働の規制が必要
賃金には生計費原則が必要

ジェンダー平等の実現を

定年退職後の賃金が低額


